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はじめに 
 

亀山市の水道事業は、昭和４２年に給水を開始して以

来、人口増加や生活様式の変化による水需要の伸びと給

水区域の拡大に合わせた拡張事業を実施してきました。

現在の水道普及率は、９９.８８％と市民生活にとって欠

かせないライフラインとなっています。 

一方で、５０年にわたり整備、管理してきた水道施設

や管路の中には、老朽化が進行しているものや、耐震性

が不足しているものがあります。先人の築いた安定した

水道事業をこれからも永く維持していくためには、これ

らの施設の計画的な更新や耐震化を行っていく必要があ

ります。 

こうした状況の中、今後も市民の皆様に安全でおいしい水を持続的に供

給していくためには、事業の一層の効率化と経営基盤の安定が求められま

す。 

そこで、水道事業の現状と将来の見通しを「安全」、「強靭」、「持続」

の３つの観点から、分析、評価し、平成２３年３月に策定した従来の「亀

山市水道ビジョン」に代えて、今後の１０年間の水道事業の方向性を示す

「亀山市新水道ビジョン」を策定しました。 

今後も引き続き、「亀山市水道事業」の基本理念である「次世代への使

命 安全でおいしい水の安定供給」を目指した事業経営に努めてまいりま

すので、皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

結びに、本ビジョンの改定にあたり、ご尽力を賜りました亀山市新水道

ビジョン検討委員会の皆様、また、パブリックコメントにご協力いただき

ました市民の皆様に心から御礼を申し上げます。 

 

 

平成 30 年３月        

                

亀山市水道事業 
                                         

亀山市長 
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Ⅰ．策定の趣旨 

1 計画策定の目的 

亀山市水道事業では、厚生労働省の水道ビジョン改訂版を踏まえ、平

成 23 年 3 月に策定した「亀山市水道ビジョン」に掲げる水道事業の運営

に関する方向性や施策目標に基づき、水道施設や管路の改良整備や環境

対策を推進し、安定した水の供給を図ってきました。 

こうした中、厚生労働省においては、人口減少社会の到来による給水

人口の減少や東日本大震災を始めとする自然災害への備えなど、水道を

取り巻く環境の動向等を踏まえ、これからの水道が進むべき道筋として

の基本理念や水道の理想像、地方公共団体をはじめとする関係者の役割

分担等を定めた「新水道ビジョン」を平成 25 年に公表しました。 

こうした背景を踏まえ、本市においても、厚生労働省からの推奨に基

づき、新たな目標を設定し、より充実した水道サービスを目指すため「亀

山市新水道ビジョン」を策定します。 

 

新水道ビジョン（厚生労働省） 

基本理念：  地域とともに、信頼を未来につなぐ日本の水道 

水道の理想像：安全な水道、強靭な水道、水道サービスの持続 
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2 計画の位置づけ 

本ビジョンは、第２次亀山市総合計画との整合を図りつつ、亀山市水

道事業が抱える諸課題を解消し、人口減少問題や大規模地震対策など今

後の事業を取り巻く環境の変化に的確に対応しながら、健全な事業運営

を持続するための施策をまとめたものです。また、国における計画とし

ての上水道事業のあり方を示す新水道ビジョンを勘案し、安全でおいし

い水を安定供給するための計画として位置づけるものです。 

 

第２次亀山市総合計画 前期基本計画 

計画期間： 平成 29 年度～平成 3３年度 

上下水道の目指す姿： 

市民が、良好な水環境の中、おいしい水を利用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 計画期間 

本ビジョンは、平成 30 年度から 39 年度までの 10 年間とします。ただ

し、社会経済情勢の変化や新たな課題に柔軟に対応するため、期間内で

あっても必要が生じた場合は見直しを行うものとします。また、計画的

に位置づけた施策を計画的に推進を図るため、おおむね 3 年ごとに進捗

状況の評価と点検を実施します。 

計画期間 ： 平成 30 年度～平成 39 年度 

 

 第 1 次：Ｈ30～Ｈ32  第２次：Ｈ33～Ｈ35  第３次：Ｈ36～Ｈ39  
計画期間 10 年 

勘案 

厚生労働省 

新水道ビジョン 

亀山市 

新水道ビジョン 

整合 

亀山市 

第 2 次総合計画 
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Ⅱ．水道事業の概要 

 

1 亀山市の概要 

亀山市は三重県中北部に位置し、江

戸時代には伊勢亀山藩の城下町とし

て、また東海道の鈴鹿峠に差し掛かる

宿場町として栄えました。現在の市域

内には亀山宿、関宿、坂下宿の 3 宿場

跡があります。 

明治時代の中頃には、関西鉄道（現

関西本線）と参宮鉄道（現紀勢本線）

が相次いで開通し国有化されたこと

から、亀山は両線が分岐する鉄道の町

として発展しました。 

一方、道路については昭和 27 年に国

道 1 号が指定され、昭和 44 年に名阪

国道が全通、昭和 45 年には東名阪自

動車道が部分開通しました。 

その後も昭和50年の伊勢自動車道部分開通に加え名神高速道路や東名

高速道路へも接続され、さらに平成 20 年には新名神高速道路が開通し

たことで、亀山市は大都市間を結ぶ大動脈の要衝となりました。 

これらの交通の便を活かす企業

誘致策により亀山・関テクノヒル

ズ等の工業団地が造成され、液晶

工場を始め各種工場が誘致された

ことから、現在では県下有数の内

陸型工業都市となっています。 

 

 

 

新名神高速道路 
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2 水道事業の沿革 

亀山市の水道事業は、昭和 37 年 12 月に市街地を給水区域として創設

事業の認可を取得して事業に着手し、昭和 42 年から給水を開始していま

す。その後、給水区域の拡張事業を重ねるとともに、平成 20 年度には旧

亀山市と旧関町の水道事業を統合し、現在に至っています。 

 

 

 

認　可 目標

年月日 年度 給水人口
1人1日最

大給水量

1日最大

給水量

三重県指令藥 千円 人 ㍑ m3/日

第1539号 234,767 18,000 240 4,320

厚生省環

第155号

厚生省環

第72号

第2次拡張 厚生省環
変更（第1） 第282号

第2次拡張 厚生省環
変更（第2） 第686号

三重県指令環施

第2号-2
三重県指令環施

第30-11号

第4次拡張 三重県指令環案

変更（第1） 第32-3号

第4次拡張 北生環鈴環
変更（第2） 第510-6号

関富士
ハイツ

三重県指令環案

第30-7号

三重県指令藥

第15-24号
三重県指令環案

第32-10号

三重県指令藥

第15-15号
三重県指令環案

第29-5号

三重県指令環森

第15-381号
三重県指令環生

第17-429号

計　　　　　　　画

創　設 S37.12.26 S38.10 S42.3 S42.4 S45

名　称 認可番号
起工

年月

竣工

年月

給水

開始

年月

事業費

S50 20,700 240 4,973
旧

亀

山

市

第2次拡張 S45.2.5 S45.10 S47.4 S47.4

第1次拡張 S43.3.4 S44.4 S49.3 S44.4 8,362

249,826 S55 35,000 400 14,000

S49.3.30 S49.6 S51.4 S51.4 7,243 S55 35,000 400 14,000

S52.11.18 S52.4 S52.5 S53.4 5,000 S55 35,000 400 14,000

第3次拡張 S54.3.30 S54.4 S57.3 S55.4 1,045,000 S63 40,000 500 20,000
沿

革

第4次拡張 S63.11.18 S63.12 H10.3 H10.4 3,108,000 H12 46,000 761 35,000

H8.3.14 H7.6 H12.3 H9.4 4,192,000 H17 47,500 785 37,300

H13.1.9 H11.6 H18.3 H13.4 4,643,387 H17 47,500 785 37,300

上水道

創　　設 S49.3.30 S49.3 9,700 400 3,900

旧

関

町

第1次拡張 S53.9.6 S53.5 S53.12 S54.2 76,198

437,000
S50.7.18 S52.3 S49.8

9,700 400 3,900

S55.4 S56.3 S56.4 53,193 9,700 400 3,900

第2次拡張 H3.9.12 H3.12 H7.3 H7.4 921,506 H13 8,600 814 7,000

坂下簡易水道

100

第１次拡張 H8.7 H8.8 H9.1 H9.2 17,859 H17 330 403 133

創　設 S48.9 S48.12 S49.3 S49.8 46,747 466 215

1,055 212

加太簡易水道

H5.9 H6.2 H6.3 53,524 1,540 292

224

第1次拡張 S61.3 S61.12 S62.3 S62.4 41,028 H7 1,540 292 450

創　設 S50.3 S50.4 S51.9 S51.11 246,140

450

亀

山

市

第5次拡張 H21.3.30 － － H21.4 － H30 49,000

621 30,900

745 36,500

第5次拡張

(1次変更）
H28.3.30 － － H28.4 － H37 49,700

第2次拡張

表 2-1 亀山市水道の沿革 
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3 水道事業の概要 

 

1） 水道事業の規模 

現在の水道事業は、平成 27 年度の第 5 次拡張（1 次変更）により、以

下の事業計画に基づいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2） 水源及び配水系統 

水源は、地下水 9 箇所、表流水
1）
1 箇所、伏流水

2)
1 箇所及び北中勢水

道用水受水 1 箇所の計 12 水源系と 17 の配水区系統から構成されていま

す。 

主な水道施設は、以下のとおりです。 

・取水施設 ............ 取水井、取水施設 

・浄水施設 ............ 緩速ろ過池、滅菌設備 

・送水施設 ............ 送水ポンプ 

・配水施設 ............ 配水池、加圧ポンプ
3） 

これらの構成状況は、次ページからの水源系統の概要、水源系統図及

び施設概要図に示すとおりです。 

表 2-2 亀山市水道事業 

項　　目

事 業 主 体 亀山市

認 可 取 得 年 月 日 平成28年3月30日

目 標 年 度 平成37年度

給 水 区 域 水源及び配水系統図に示す区域

計 画 給 水 人 口 49,700人

計 画 1 日 最 大 給 水 量 30,900 m
3
/日

地下水 9水源地（浅井戸）

表流水 1水源地

伏流水 1水源地

受水 1ヶ所（北中勢水道用水供給事業）

水 源 種 別

内　　容
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表 2-3 水源系統の概要 

水　　源 水源種別 配 水 地　区　町　名

1 安坂山町、両尾町

坂本加圧ポンプ系 安坂山町

住山加圧ポンプ系 住山町、羽若町、亀田町

3 布気町、太岡寺町

川崎加圧ポンプ系 川崎町

辺法寺加圧ポンプ系 辺法寺町

7 白木町、太岡寺町、小野町

8 小川町、両尾町

関 第 1 水 源 地 下 水 9 関町市瀬、関町新所

10
関町小野、関町木崎、関町古厩、関町
萩原

関南部加圧ポンプ系
関町福徳、関町久我、関町越川、関町
金場

11 関ヶ丘

13 関町富士ハイツ、関町泉ヶ丘

14 関町白木一色

坂 下 水 源 表 流 水 16 関町坂下、関町沓掛

県 水 受 水 浄 水 17 白木町(企業１社)

坂下配水系

北勢系

 関第３配水池系
関町新所、関町木崎、関町中町、関町
会下、関町鷲山

観音山配水池系

関北部配水池系

加 太 水 源 伏 流 水 15 加太配水池系
加太市場、加太向井、加太梶ヶ坂、加
太神武、加太板屋、加太北在家、加太
中在家

関第１配水池系

関 第 2 水 源 地 下 水

関第２配水池系

10-1

関ヶ丘配水池系

関 第 3 水 源 地 下 水

12

木下町、山下町、野村町、和賀町、天
神1,2,3,4丁目、阿野田町、楠平尾町、
安知本町、田茂町、三寺町、中庄町、
下庄町、海本町

第 4 水 源 地 下 水

6 中の山配水池系
太森町、長明寺町、田村町、みずきが
丘、みずほ台、みどり町、川崎町、能
褒野町

第 3 水 源 地 下 水 5 和賀山配水池系

6-1
アイリスヒルズ
加圧ポンプ系

アイリス町

6-2

6-3

羽若町、亀田町、野村1,2,3,4丁目
若山町、市ヶ坂町、北野町、南野町
布気町

2-1

新神辺配水池系

第 2 水 源 地 下 水 4 二本松配水池系

阿野田町、菅内町、井田川町、川合
町、椿世町、栄町、和田町、井尻町、
北町、北山町、東台町、渋倉町、中屋
敷町、東丸町、本丸町、西丸町、江ヶ
室、東町、本町、上野町、小下町、高
塚町、北鹿島町、南鹿島町、西町、南
崎町、東御幸町、御幸町

配 水 池 系

野 登 水 源 地 下 水
野登配水池系

1-1

第 1 水 源 地 下 水

2 亀山配水池系

第 5 水 源 地 下 水
太岡寺配水池系

白川配水池系
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図 2-1 水源系統図 
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施設概要図 
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第２浄水場 Q=1,400m3/日

浄水池 V=102.6m3

管理棟 A=350 m2

送水ポンプ設備

φ100×0.9m3×22.0Kw×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

P

P

P

加太水源 Q=400m3/日

集水管 φ500×2.43m×9本

集水管 φ600×2.43m×7本

取水井 2井 WL=175.350m

取水ポンプ設備

φ40×0.17m3×13m×0.75Kw×4台

加太浄水場 Q=400m3/日

着水井 WL=180.530m

緩速ろ過池 A=29.2m2×5池

WL=179.230m

浄水池 V=63.5m3×2池

HWL=178.200m  LWL=175.200m

送水ポンプ棟 A=51.4m2

送水ポンプ設備

φ40×0.16m3×73m×5.5Kw×2台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

配水池 V=72.6m3×2池

HWL=243.700m LWL=240.000m

関第1水源 Q=420m3/日

浅井戸 φ2.2m×6.0m

HWL=96.770m LWL=95.770m

取水ポンプ設備

φ65×0.5m3×2.2Kw×3台

第１浄水場Q=550m3/日

浄水池 V=63.0m3

送水ポンプ棟 A=56.7 m2

送水ポンプ設備

φ80×0.5m3×11.0Kw×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

関第3水源 Q=1,290m3/日

浅井戸 φ3.0m×8.5m

HWL=72.770m LWL=70.770m

取水ポンプ設備

φ100×1.08m3×7.5Kw×3台

第３浄水場 Q=1,300m3/日

浄水池 V=132m3

管理棟 A=122 m2

送水ポンプ設備

φ100×1.08m3×30Kw×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

関第2水源 Q=760m3/日

浅井戸 φ2.2m×6.0m×2井

HWL=69.440m LWL=68.740m

取水ポンプ設備

φ80×0.9m3×5.5Kw×2台

関第３配水池 V=2,742m3

HWL=144.500m  LWL=138.500m

関第１配水池 V=489m3

HWL=143.580m LWL=140.580m

関北部送水ポンプ場 A=13.88m2

GL=113.74m

ポンプ井 V=4.2m3

送水ポンプ設備

φ40×0.05m3×5.5Kw×2台

関北部配水池 V=80.5m3

HWL=182.500m  LWL=180.000m

観音山ポンプ所 A=34.85m2

GL=105.25m

ポンプ井 V=12m3

送水ポンプ設備

φ40×0.17m3×5.5 Kw×2台

観音山配水池 V=176m3

HWL=157.500m  LWL=154.500m

関ヶ丘ポンプ室 A=38.86m2

GL=138.50m

送水ポンプ設備

φ80×0.6m3×7.5Kw×2台

関第２配水池 V=860m3

HWL=144.500m  LWL=139.500m

関ヶ丘配水池 V=75m3
HWL=169.400m  LWL=165.900m

南部加圧ポンプ室 A=38m2

GL=118.00m

ポンプ井 V=68m3

加圧ポンプ設備

φ40×0.19m3×5.5Kw×2台

坂下水源 Q=130m3/日

取水口 H0.5m×L13.1m

WL=206.760m

取水井 1井

WL=206.590m

原水池 V=43.2m3

HWL=206.500m LWL=204.500m

取水ポンプ設備

φ40×0.10m3×47m×3.7Kw×2台

坂下浄水場 Q=130m3/日

着水井 １池

WL=239.000m

緩速ろ過池 A=25.5m2×2池

WL=238.500m

前処理ろ過

配水池 V=49.4m3×2池

HWL=237.500m  LWL=235.000m

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

第5水源 Q=70

1号井（浅井戸

HWL=63.200m

2号井（浅井戸

HWL=68.200m

予備3号井（浅

HWL=63.200m

取水ポンプ設備

φ125×1.8m

第5水源浄水場・送水ポンプ場

ポンプ井 V=212m3

HWL=75.800m  LWL=72.800m

ポンプ棟 A=136m2

太岡寺送水ポンプ設備

φ125×2.78m3×63m×45KW×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

大岡寺配水池 V=2,560m3

HWL=142.600m LWL=128.100m

第3水源 Q=2,500m3

1号井（深井戸）φ1,0

HWL=58.500m LWL

2号井（深井戸）φ1,0

HWL=58.700m  LWL

予備3号井（深井戸）

HWL=58.700m  LWL

取水ポンプ設備

φ150×2.0m3×28m

φ100×2.6m3×14m

φ100×1.18m3×14

白川加圧ポンプ室 A=18m2

GL=91.10m

加圧ポンプ設備

φ65×0.65m3×82m×15Kw

φ65×0.80m3×134m×15Kw

野登浄水場・送水ポンプ

ポンプ井 V=40.0m3

HWL=91.130m  LWL=87

ポンプ棟 A=121m2

送水ポンプ設備

φ80×0.84m3×65m×1

滅菌設備（次亜塩素酸ナ

野登

H
坂本加圧ポンプ場

ポンプ井 V=57.6m3

HWL=243.600m  LWL=239.600m

加圧ポンプ設備

φ50×0.27m3×58m×7.5Kw×3台

白川配水池 V=384m3

HWL=172.300m  LWL=170.300m

送水

G

送水

φ

三重県企業庁

北中勢水道

県水受水

Q=7,400m3/日
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P700m3/日

戸）φ2.5m×8.3m

0m LWL=61.700m

戸）φ2.5m×7.8m

0m LWL=66.700m

浅井戸）φ2.5m×9.5m

0m LWL=61.700m

設備

m3×15.0m×11Kw×3台

第1水源 Q=5,,200m3/日

1号井（浅井戸）φ6.0m×8.0m

HWL=59.000m LWL=57.000m

2号井（浅井戸）φ2.4m×13.0m

HWL=59.000m LWL=57.000m

取水ポンプ設備

φ150×2.99m3×12m×11Kw×3台

第1水源浄水場・送水ポンプ場

ポンプ井 V=256m3

HWL=66.000m LWL=64.000m

ポンプ棟 A=246m2

亀山送水ポンプ設備

φ125×1.8m3×75m×37Kw×3台

太岡寺送水ポンプ設備

φ125×3.0m3×44m×37kw×2台

新神戸ポンプ室 A=129m2

新神戸送水ポンプ設備

φ150×2.21m3×88m×55Kw×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

3/日

000×15.0m

WL=56.500m

000×15.0m

WL=56.500m

φ600×15.0m

WL=56.500m

8m×18.5Kw

4m×11.0Kw

14m×7.5Kw

第3水源浄水場・送水ポンプ場

ポンプ井 V=330m3

HWL=65.600m  LWL=62.600m

ポンプ棟 A=253.5m2 GL=64..3m

和賀山送水ポンプ設備

φ125×2.09m3×61m×37KW×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

第2水源 Q=5,700m3/日

1号井（深井戸）φ400×18.0m

HWL=40.500m LWL=36.500m

2号井（深井戸）φ1,500×18.0m

HWL=40.500m  LWL=36.500m

予備3号井（深井戸）φ400×18.0m

HWL=40.600m  LWL=36.500m

4号井（深井戸）φ400×18.0m

HWL=40.600m LWL=36.500m

5号井（深井戸）φ1,300×20.0m

HWL=40.500m  LWL=36.500m

取水ポンプ設備

φ150×3.10m3×20m×18.5Kw×4台

第2水源浄水場・送水ポンプ場

ポンプ井 V=340m3

HWL=44.100m  LWL=42.200m

ポンプ棟 A=430m2

二本松送水ポンプ設備

φ150×4.30m3×75m×95KW×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

二本松配水池 V=5,000m3
HWL=102.500m LWL=86.500m

和賀山配水池 V=2,600m3
HWL=113.000m LWL=106.000m

亀山配水池 V=1,060m3
HWL=103.700m LWL=100.200m

住山加圧ポンプ室

ポンプ井 V=32.0m3

HWL=77.000m LWL=75.000m

加圧ポンプ設備

φ80×0.95m3×40m×15w×2台

圧力タンク V=3.0m3

第4水源 Q=6,000m3/日

1号井（深井戸）φ800×22.0m

HWL=30.000m LWL=22.000m

2号井（深井戸）φ800×21.0m

HWL=30.000m  LWL=25.500m

3号井（深井戸）φ400×22.4m

HWL=29.000m LWL=22.500m

予備4号井（深井戸）φ400×25.0m

HWL=28.500m  LWL=23.500m

取水ポンプ設備

φ150×3.20m3×120m×8.5Kw×4台

第4水源浄水場・送水ポンプ場

ポンプ井 V=324m3

HWL=34.000m  LWL=32.000m

ポンプ棟 A=330m2

中の山送水ポンプ設備

φ150×3.65m3×72m×75KW×3台

滅菌設備（次亜塩素酸ナトリウム）

川崎加圧ポンプ室

ポンプ井 V=50.0m3

HWL=48.000m  LWL=46.000m

ポンプ室 A=37.5m2

ポンプ設備

φ65×0.35m3×50m×7.5Kw×2台

辺法寺加圧ポンプ室

ポンプ井 V=25.0m3

HWL=61.000m  LWL=58.500m

ポンプ設備

φ65×1.5m3×61m×7.5Kw×2台

圧力タンク V=3.0m3

中の山配水池 V=5,000m3

HWL=95.000m LWL=85.000m

LLWL=79.000m

野登水源 Q=600m3/日

1号井（浅井戸）φ600×12.0m

HWL=81.450m LWL=80.150m

2号井（浅井戸）φ600×12.0m

HWL=81.450m  LWL=80.150m

取水ポンプ設備

φ80×0.75m3×18m×5.5Kw×2台

プ場

7.630m

15.0KW×2台

ナトリウム）

野登配水池 V=204m3

HWL=181.000m  LWL=178.000m

アイリスヒルズ加圧ポンプ場

ポンプ井 V=30.0ｍ3

φ80×1.3m3×48m×18.5Kw×2台

圧力タンク V=3.23m3

新神辺配水池 V=1,500m3

HWL=125.000m LWL=120.000m

御幸加圧ポンプ場 A=105m2

ポンプ井 V=128m3

HWL=48.400m  LWL=45.200m

ポンプ設備

φ125×2.09m3×67m×37Kw×2台

送水ポンプ室 A=29.1m2

GL=178.00m

送水ポンプ設備

φ65×0.5m3×55m×11Kw×2台

太岡寺送水ポンプ室 A=129.0m2

送水ポンプ設備

φ125×3.0m3×44m×37Kw×2台
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